
 

 

奈良市公告 

 

 次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び奈良市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定

により公告します。 

 

令和８年４月１５日 

 

奈良市長 仲川 元庸 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 業務名  「奈良市男女共同参画計画（第４次）」素案策定業務委託 

(2) 業務期間 契約締結日から令和８年７月３１日まで 

(3) 業務概要 「奈良市男女共同参画計画（第４次）」素案策定業務 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次に掲げるすべての事項に該当するものとします。 

(1) 令和８年度において奈良市が発注する物品購入等の契約に係る競争入札参加資格者

であること。 

(2) 当該仕様書に定める業務を確実に遂行する能力を有し、適切な執行体制が整備されて

いること。 

(3)  令和５年度以降に、国内において地方公共団体又はそれに準じる機関（公社、公団、

事業団等）と本件入札に係る業務と類似する業務の契約実績があり、かつ、これらを

全て誠実に履行した実績を有していること。 

(4) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しない者である

こと。 

(5) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

(6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再

生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者

(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決

定を受けている者を除く。) 

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2

号に掲げる暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそ

れらの利益となる活動を行うものでないこと。 

 

３ 仕様書等を示す日時及び場所 

(1) 日時 

令和８年４月１５日から、令和８年４月３０日まで（奈良市の休日を定める条例（平

成元年奈良市条例第３号）に規定する市の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正

午から午後１時までを除く。） 

(2) 場所 

    奈良市市民部共生社会推進課男女共同参画室 

（奈良市ホームページから閲覧・ダウンロードできます） 

 

４ 仕様書等に関する質問 

(1) 仕様書等に関する質問がある場合においては、次に従い、（様式第１号）質問書をメー

ルにより提出してください。その際は必ず電話にて連絡をしてください。 



 

 

 ア 提出日時 令和８年４月２２日午後３時まで 

 イ 宛先 奈良市市民部共生社会推進課男女共同参画室 

       Mail：danjokyoudou@city.nara.lg.jp 

  ウ 郵送及び電送（ファクシミリ等）によるものは受け付けません。 

(2) (1)の質問に対する回答は、令和８年４月２７日午後５時までに奈良市ホームページ

に掲載します。 

 

５ 入開札の場所及び日時 

  奈良市役所中央棟３階 入札室 

  令和８年５月１８日 午後２時 

 

６ 入札保証金に関する事項 

  入札に際しては、奈良市契約規則第４条に定める所定の入札保証金を納めなければなら

ない。ただし、同条第２項第２号に該当する場合は、これを免除します。 

 

７ 入札参加申請 

(1) 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出してください。 

  ア 一般競争入札参加申請書（様式第２号） 

イ 素案策定業務の具体的計画（様式第３号） 

ウ 業務実績調書（様式第４号） 

(2) 入札参加申請方法 

令和８年４月１５日から令和８年４月３０日までに、奈良市市民部共生社会推進課男

女共同参画室へ持参してください。 

(3) 入札参加者の決定通知 

令和８年５月１２日までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後におい

て入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。 

 

 

８ 入札に関する事項 

(1) 入札の方法は持参入札とします。（様式第５号）入札書に金額を記載し、封筒に入れ

て封印し、①物件名 ②業者名を記載してください。 

(2) 代理入札の場合は、年間を通じて委任されている者以外の者は、入札執行前に必ず

（様式第６号）委任状を提出してください。提出のない場合は、入札できないもの

とします。 

(3) 入札者でなければ、入札の執行場所に立ち入ることができません。 

(4) 入札者の不正行為その他の理由により、この入札を執行することが不適当であると

認めるときは、執行を取りやめます。また、入札執行後においても落札決定を保留

し、入札を取り消す場合があります。 

(5) 入札の参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に抵触する行為は禁止します。 

(6) 入札者中、入札書比較価格以内であって最低の価格の入札者を落札者とします。落

札者となるべき同一の価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに「くじ」で決定

します。また、予定価格に達した価格の入札がない場合は、再入札を行います。 

(7) 再入札は１回まで実施します。 

(8) 再度の入札をしても落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項

第８号の規定に基づき随意契約に移行する場合があります。 

(9) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
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問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載してください。 

(10) 入札の無効 

ア 入札参加資格のない者の入札 

イ 委任状の提出がない代理人による入札 

ウ 入札書に入札金額、委託件名の表示又は記名押印を欠く入札 

エ 入札書の重要な文字の誤脱などにより必要な事項を確認できない入札 

オ 入札書記載の価格を加除訂正した入札 

カ 同一入札者がなした同一事項についての２以上の入札 

キ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札 

ク 虚偽の申請を行った者の入札 

ケ その他入札に関する条件に違反した入札 

(11) 「入札参加承認書」の通知を受けた者で、本入札に参加しないことになった場合は、

入札書の提出日の前日までに、（様式第７号）辞退届を提出すること。 

 

９ 落札者の決定方法に関する事項 

  奈良市契約規則第１０条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。 

 

１０ その他 

(1) その他の詳細は、入札者心得によります。 

(2) 上記に定めのないものは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び地方自治法施

行令並びに奈良市契約規則によるものとします。 

(3) 入札に関する問い合わせ先 

   奈良市市民部共生社会推進課男女共同参画室 

   電話 ０７４２－８１－３１００ 


